
岡谷市川岸地区山林火災 

 第 3 回説明会次第 

 

                     日時：平成 27 年 8 月 25 日（火）19：00～ 

場所：川岸支所 2 階講堂 

 

 

  １ 開会   

 

  ２ 挨拶   

     

           

  ３ 説明事項 

（１）施業提案、見積もり提示 

 

（２）森林整備協議会の設立 

・協議会と経営計画について 

・日程と各種書類について 

・規約（案）について 

 

＜質疑＞ 

 

（３）各エリアに分かれての保安林か造林補助事業導入かの協議 

  ４ その他 

  ５ 閉会 



前回までの説明 

 

・３月３１日に出火した山林火災の被害は、面積約４５ha、全体の 3/4 は 

アカマツ。 

 

・秋以降、ツチクラゲが発生した場合は、被災面積は拡大する可能性が高い。 

 

・災害に関して、地形、地質、立木、堰堤など、総合的判断では危険度は低いが、 

注意は必要。 

 

・被災森林内の立木は原則として全伐する。（保安林事業は除く） 

 

・マツタケの復活は難しく、長期視野で考える必要がある。 

 

・立木の伐採は、山林所有者の同意が必須。 

 

・搬出路を含めた事業費および実効性の検討。（今回提示） 

 

・早期復旧に向け、新倉林野組合長を会長とし協議会を発足する。（今回発足） 

 

・復旧の手法として、保安林指定による治山事業、もしくは、補助金を活用した 

造林事業であり、エリアごとに手法の話し合い。 

 

・立木を搬出するため、被災森林以外に周辺森林や道路までの森林所有者からの 

 協力が必須。 
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岡谷市川岸地区山林火災 µ1:12,000

被害面積 : 45.34ha
 うち森林  : 44.23ha
 うち農地  : 1.07ha
 うち墓地  : 0.04ha

※表示価格は業者見積を参考に算出しています。

　①造林補助導入の場合は、この価格から材の売却及び造林補助金により所有者負担が減ります。

②保安林にする場合はこの事業費は一切かかりません。

A地区：保安林に指定して治山事業実施を提案

B地区：北側は保安林又は保安林指定予定のため、治山事業実施を提案
　　　　 南側は焼失エリア外も間伐実施すれば材の売却益が見込めるため造林補助事業導入を提案

C地区：焼失エリア外も間伐実施すれば材の売却益が見込めるため造林補助事業導入を提案



スケジュール

月日 内容 備考

8月25日 第3回説明会（県・市主催） 協議会設立

兼　第１回協議会総会（協議会主催） 協議会規約検討

施業方法検討

団体有林総会（必要に応じ）

同意書の受理

契約書受理

10月13日 第２回協議会総会（協議会主催） 施業方法決定

協議会規約決定

（契約書受理）

経営計画策定委託発注

境界確認（必要に応じ）

保安林指定関係書類受理
団体有林は会員の
署名・印

１０月末目標

林道・作業道計画提出（一部）

岡谷市森林整備計画、伊那谷地域森林計画の
変更等各種書類作成、及び申請

伐採届け提出

１１月末

伐採等、一部整備入札

経営計画一部提示

＜年度内一部整備着手＞

木材ストックヤード借地交渉

搬出ルート決定、地元周知（回覧板等）

平成２８年度 保安林治山事業開始

伐採・搬出開始

事業状況について、定期的に報告









同  意  書 
 

１ 所有する別表の山林の整備に同意し、「森林経営計画作成促進の実施」及び「森林整備

地域活動実施協定の締結及び協定に定める交付金にかかる」一切の権限を新倉山復旧

協議会に一任するとともに、一切の事務を委任する。 

 

２ 森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画を策定するために、

森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成 14 年 3 月 29 日付け⑬林政企第 118 号農林

水産事務次官依命通知)の第 4 の 2 の(2)の規程に基づく「森林経営計画促進」を別紙の

森林において実施する。 

 

３ 森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林整備地域活動支援交付金実施

要領(平成 14 年 3 月 29 日付け⑬林政企第 118 号農林水産事務次官依命通知)の第 4 の 2

の(4)の規程に規定する実施結果を取りまとめた報告書に報告した別紙の対象森林につ

いては、速やかに森林経営計画を策定する。【※または、地域活動を実施したことによ

り把握した結果を公開する】 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

森林所有者から委任を受けた者    住 所  岡谷市川岸西一丁目２－２５ 

                  氏 名  新倉山復旧協議会 

                         会長  堀川 美知人 

                                 

 

森林所有者             住 所                   

 

 

                  氏 名                   

 

  



（別紙） 

 

平成２７年度   新倉山復旧協議会森林整備活動事業地権者 

同意を得た森林の場所 面積(m2) 森 林 所 有 者 森林現況 
森林整備 

の内容 
備考 

林班 小班 
施業 

番号 
番 地  

所有者 

(登記上名簿) 
住  所 樹 種 林 齢 

           

           

           

           

           

 



住所

氏名 印

【記載上の注意】

市町村名 大字 字 地番

合計 0㎡

注）　１　 所有者は土地登記簿上の所有者とし、現実の所有者と相違する場合はその続柄を
　　　　　記載して、現実の所有者とすること。（たとえば○○○○、代表相続人□□□□　印とする）
　　　２　 ２名以上の共有である場合は、「○○○○ほか□人共有」とし、別に定める様式の
　　    　共有者名簿を添付すること。

所　　在　　場　　所 登記簿
記載面積（ha)

地目 備考

保　安　林　指　定　承　諾　書

平成　　年　　月　　日

農林水産大臣（長野県地事）　　　様

森林所有者<地権者>

私所有（権利所有）の次の地籍について、保安林に指定することを承諾します。

記



新倉山復旧協議会規約（案） 

（名称・所在地） 

第１条  本会は新倉山復旧協議会と称し、事務局を岡谷市川岸西 1-2-25 に置く。 

（目的） 

第２条  本会は平成 27 年 3 月に発生した岡谷市川岸地区における林野火災箇所の復旧

及び周辺の団体及び個人有林等の森林整備を推進するため、施業区域内の森林所

有者の集約化及び森林整備を実施するものとする。 

（事業内容） 

第３条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

     (1) 森林整備施業区域を決定・明確化するための現地調査 

     (2) 施業実施のための協定締結及び施業実施同意書の集約作業 

     (3) 施業区域を明確にするための測量実施 

  （4）集約区域の森林整備の実施 

  （5）その他、本会の目的を達成するための事業 

（構成員） 

第４条  本会は会の目的に賛同する森林所有者の代表者、地元関係者で構成する。 

（役員） 

第５条  本会に次の役員および会計監査を置く。 

     (1) 会長、副会長１名、理事１０名、会計１名、監事２名 

     (2) 役員は、会員の中から選任する。 

     (3) 役員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

     (4) 補欠により選任された者の任期は前任者の残任期とする。 

     (5) 任期終了後も、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 

     (6) 会長はこの会を代表し、会務を総括する。 

     (7) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 

     (9) 理事は会務の運営に当たり、監事は業務並びに会計事務を監査する。 

（会議） 

第６条  １ 本会は、年 1 回の総会及び必要に応じて臨時総会を開催し、次の事項につ

いて審議する。総会は、構成員の 2 分の 1 以上の出席により成立し、議事は

出席者の過半数の賛成によって決定する。 

       (1)事業計画 (2)予算・決算 (3)規約改正 (4)その他必要事項 

     ２ 役員会は必要に応じて開催し、会の運営について協議する。 

（経費等） 

第７条  本会の経費は、森林所有者からの負担金、補助金、その他の収入によって賄う。 

（会計年度） 

第８条  本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。 

（会計報告） 

第９条  本会の会計報告は、毎年６月に行う。 

 

〔付 則〕この会則は、平成２７年８月２６日より施行する。 



役員構成（案）

職 所属 氏名

会長 新倉林野組合　組合長 堀川美知人

副会長 新倉区　三役

理事 丸山組

沢組

塩坪組

夏明東組

夏明西組

丸山在住、個人有林所有者

沢在住、個人有林所有者

塩坪在住、個人有林所有者

夏明在住、個人有林所有者

有識者　当該森林関係者

会計 新倉林野組合

監事 個人有林所有者

団体有林所有者


